


青少年教育施設におけるこども本部との関係 

教育委員会事務の委任等に関する規則（昭和 47 年教委規則第 20 号）第 2 条及び第 3 条の規定に基づき、

事務委任又は補助執行している。 

教育委員会（生涯学習推進課）  こども本部（青少年育成課） 

 
・施設及び設備の維持管理及び使用許可

に関すること 
・施設及び設備の目的外使用許可に関す

ること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連携して

行う業務 
 
 

【事務委任】（※１） 
・施設及び設備の維持管理及び使用許可

に関すること(指定管理者が行う事務

を除く。)。 
・施設及び設備の目的外使用許可に関す

ること。 
 
・教育委員会規則の制定及び改廃に関す

ること。 
・設置及び廃止並びに位置及び名称の変

更に関すること。 
・教育財産の用途又は目的の変更若しく

は廃止に関すること。 
・告示及び公告に関すること。 
・指定管理者に関すること。 
・附属機関に関すること。 

【補助執行】（※２） 
・教育委員会規則の制定及び改廃に関す

ること。 
・設置及び廃止並びに位置及び名称の変

更に関すること。 
・教育財産の用途又は目的の変更若しく

は廃止に関すること。 
・告示及び公告に関すること。 
・指定管理者に関すること。 
・附属機関に関すること。 

※１ 事務委任：事務を処理する権限の委任がされると、委任庁はその処理権限を失い、受任庁が自己の名に

おいてその事務を処理するもの。 

※２ 補助執行：内部的に執行機関の権限を補助機関に補助執行させることをいい、対外的には本来権限を有

する執行機関の名においてその事務を処理するもの。 

〈指定管理者に関すること〉※具体的内容は次のとおり 

教育委員会（生涯学習推進課）  こども本部（青少年育成課） 

指定管理者制度導入の可否の検討   
指定管理者制度による管理とする場合に

は、教育委員会での審議 
 教育委員会への対応 

  指定管理者の募集 
  川崎市こども本部指定管理者選定評価

委員会の開催 
（指定管理者予定者の選定） 

   指定管理議案の提出 
 ※こども本部と連携した業務執行  指定管理者の選定 
  協定書締結、業務引継 
  モニタリング 
  川崎市こども本部指定管理者選定評価

委員会の開催（年度評価） 
  川崎市こども本部指定管理者選定評価

委員会の開催（総括評価） 
モニタリングの実績を踏まえた、指定管

理者制度活用の妥当性の検証 
こども本部による総括評価結果を踏まえ

るなど、必要に応じて教育行政の視点か

らの指定管理者制度活用の妥当性を検証

し、制度継続の可否を検討 

  
















